
最高裁秘書第403号

平成31年1月31日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

平成31年1月10日付け（同月15日受付，最高裁秘書第176号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成29年5月31日付け最高裁総三第47号総務局長，情報政策課長通達「

訴訟等関係人の尋問供述等の記録媒体への保存等に関する事務の取扱いについ

て」 （片面で5枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）
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最高裁判所事務総局総務局長中村

最高裁判所事務総局情報政策課長安東

愼
章

訴訟等関係人の尋問，供述等の記録媒体への保存等に関する

事務の取扱いについて（通達）

標記の事務の取扱いについて，下記のとおり定めましたので， これにこれによってくだ

さい。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から連絡してください。

記

第1 用語の定義

この通達における用語の意義は，次に定めるところによる。

1 電磁的記録電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた映像又は音声の記録をいう。

2訴訟等関係人当事者，証人その他事件の関係人をいう。

3証人尋問等記録法律又は最高裁判所規則の規定により，裁判所若しくは裁

判長の命若しくは許可若しくは当事者の申出に基づいて訴訟等関係人の尋問，

供述，陳述又はこれらの状況についての録音又は録画（以下「録音等」 とい

う。 ）がされた電磁的記録をいう。

、



4記録媒体電磁的記録を書き込むことができる物をいう。

5複製用記録媒体証人尋問等記録を保存するために用いる庁用の可搬式の記

録媒体のうち，電磁的記録を書き換えることができるものをいう。

6保存用記録媒体証人尋問等記録を保存するために用いる庁用の可搬式の記

録媒体のうち，電磁的記録を書き換えることができないものをいう。

第2録音等の方法

録音等に係る事件を担当する裁判所書記官又は録音等に係る事件に立ち会った

裁判所速記官（以下「担当書記官等」 という。 ）が法律又は最高裁判所規則の規

定により，定により，裁判所若しくは裁判長の命若しくは許可若しくは当事者の申出に基づ

いて訴訟等関係人の尋問，供述，陳述又はこれらの状況について録音等をすると

きは，庁用の記録装置を用いて行う。

3証人尋問等記録の記録媒体への保存及び消去

1 証人尋問等記録の保存先

（1）証人尋問等記録は， (3)の定めにより保存用記録媒体に保存するときを除き，

担当書記官等の裁判所支給端末に内蔵された記録媒体に保存する。

（2） 証人尋問等記録は，次のアからウまでに掲げる必要があるときは，それぞ

れアからウまでに定める記録媒体に一時的に保存することができる。

ア庁用の記録装置を用いた録音等のために必要があるとき法廷に設置さ

れた裁判所支給端末に内蔵された記録媒体，庁用の記録装置に内蔵された

記録媒体又は複製用記録媒体

イ録音反訳方式の利用のため又は証人尋問等記録の運搬のために必要があ

るとき複製用記録媒体

ウ裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成16年法律第63号）第

65条第1項の規定により証人尋問等記録を記録した場合において，評議

のために必要があるとき評議室に設置された裁判所支給端末に内蔵され

た記録媒体
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（3） 法律又は最高裁判所規則の規定により，裁判所若しくは裁判長の命若しく

は許可に基づいて証人尋問等記録の作成をもって調書の記載に代えるとき，

証人尋問等記録の記録媒体を調書の一部とするとき，訴訟等関係人の尋問，

供述等を調書に記載しない場合において証人尋問等記録を作成するとき，平

成元年11月30日付け最高裁総三第33号総務局長，刑事局長通達「通訳

人の付された証人尋問等を録取した録音体の保管等に関する事務の取扱いに

ついて」記1に定める録音体を作成するとき，又は平成21年5月19日付

け最高裁総三第000508号総務局長通達「裁判員の参加する刑事裁判における

訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録等に関する事務の取扱いに

ついて」記第3の1に定める更新用記録媒体を作成するときは，録音等に係

る事件を担当する裁判所書記官は，証人尋問等記録を保存用記録媒体に保存

するものとする。

2証人尋問等記録の消去

（1）担当書記官等の裁判所支給端末に内蔵された記録媒体に保存した証人尋問

等記録は， 1の(3)の定めにより保存用記録媒体に保存したときその他用済み

となったときは，速やかに消去する｡ただし，他の通達に別段の定めがある

ときは， この限りでない。

(2) 1の(2)のアからウまでの定めにより記録媒体に証人尋問等記録を一時的に

保存した場合において，それぞれ1の(2)のアからウまでに掲げる必要がなく

なったときには， 当該記録媒体に保存した者は， 当該証人尋問等記録を速や

かに消去する。

4複製用記録媒体の保管及び貸出し

1 複製用記録媒体の保管

複製用記録媒体（担当書記官等に貸し出したものを除く。 ）は，主任書記官，

主任速記官，民事，刑事，家事若しくは少年の訟廷管理官，訟廷管理官，裁判

員調整官又は速記管理官（以下「主任書記官等」 という。 ）が，施錠のできる
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場所に収納する方法により保管する。

2複製用記録媒体の貸出し

（1） 主任書記官等は，担当書記官等が複製用記録媒体を利用する必要が生じた

ときは，担当書記官等にその保管する複製用記録媒体を貸し出すことができ

る。

（2）担当書記官等は，複製用記録媒体の貸出しを受けたときは， 当該複製用記

録媒体を施錠のできる場所に収納する方法により保管する。

（3）担当書記官等は，貸出しを受けた複製用記録媒体を利用する必要がなくな

ったときは，直ちに主任書記官等に返還する。

第5複製用記録媒体の数の点検

主任書記官等は，その保管する複製用記録媒体の数及び貸し出した複製用記録

媒体の数について，毎年1回以上定期的に，及び主任書記官等の異動等により事

務の引継ぎを行う場合にはその都度， 自ら点検を行い，その結果を所属する裁判

所の首席書記官（知的財産高等裁判所にあっては知的財産高等裁判所首席書記官，

首席書記官の置かれている簡易裁判所以外の簡易裁判所にあってはその所在地を

管轄する地方裁判所の首席書記官。以下同じ。 ）に報告する6

第6亡失又は漏えい等の報告

1 担当書記官等による報告

′ 担当書記官等は，貸出しを受けた複製用記録媒体が亡失し，又は証人尋問等

記録が漏えいし，若しくは漏えいしたおそれがあると認めたときは，直ちに，

主任書記官等に報告する。

2主任書記官等による報告

主任書記官等は，保管する複製用記録媒体若しくは担当書記官等に貸し出し

た複製用記録媒体が亡失し，又は証人尋問等記録が漏えいし，若しくは漏えい

したおそれがあると認めたときは，直ちに，所属する裁判所の首席書記官を経

由して，各裁判所の長に報告する。
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